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審 議 結 果 報 告
2 月 臨 時 会

議案番号 議　　案　　名 議決内容

議案第 1号 宮若市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第 2 号 令和 5 年度宮若市一般会計補正予算（第 5 号）について 原案可決

議員提出議案
第 1号 塩川秀敏市長に対する不信任決議案 否　決

◆賛否の分かれた議案	 ○：賛成　×：反対

議席番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

氏名

議案

神
谷
　
喜
久
雄

藤
春
　
優
二

松
岡
　
史
倫

清
水
　
健
太
郎

山
元
　
秀
一

柴
田
　
裕
美
子

染
矢
　
正
次

和
田
　
善
久

安
永
　
友
則

安
河
　
英
幸

茅
野
　
勝

弓
削
田
　
敬

谷
口
　
重
隆

遠
藤
　
嘉
昭

寳
部
　
勝

川
口
　
誠

塩川秀敏市長に対する不信任決議
案	※1 × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○

●不信任決議は、地方自治法の規定により、出席議員の 4分の 3（12人以上）の賛成が必要です。
※ 1	 反対討論（山元　秀一議員）

今後に向けての反省と、率先してハラスメントのない職場を作るようにという公平委員会の勧告を尊重すべきである
と考えている。また、市民生活のことを考えると、当初予算議会前に政治の空白は絶対に作るべきではない。ただし、
市長には今後絶対にハラスメントを起こさない、また、ハラスメントのない職場づくりを約束していただきたい。

	 反対討論（松岡　史倫議員）
100 条委員会の結果が出ていない中で、不信任が出てくるタイミングではない。また、副市長も決まり、物事が進み
始めている部分もあると思っている。市長不在の空白の期間が生まれると市政が停滞する懸念も考えられる。ただし、
パワハラは決して許されることではない。職員と市民の信頼回復に全力で努めて欲しい。

	 賛成討論（柴田　裕美子議員）
ハラスメントを受けてきた職員の方々や、それを見聞きした職員の方々、さらには、一連の行為を知ることとなった
市民の方々、また、これまで塩川市長を信じてこられた方々や、子どもたちまでにも不安と不信とショックを与え市
政を混乱させている。市のトップとしての重みを甘くみないでいただきたい。

	 賛成討論（和田　善久議員）
職員に対するハラスメントがあったと、公平委員会から勧告を受けている。市議会も 12月議会で辞職勧告を出したが
進退を明らかにしていない。職員に与えた苦痛と行政事務の停滞により、市民に損害を与えたことを認識していない。
市長は職員と信頼関係の構築をしていくと言うが、ハラスメントを受けた職員との溝は深く、無理と感じる。

	 賛成討論（藤春　優二議員）
公平委員会からハラスメントの認定がされ、勧告を受けている。市長はハラスメントがあったことを一部認めており
被害に合われた方を思うと重大なことと思う。助けを求めた職員が悪いという市民の声を聞くと、私自身、心が痛む。
職員アンケートの内容や回答数を考えても、市長が信頼回復を取り戻すには非常に困難であると思う。

令
和
５
年
度	

一
般
会
計
補
正	

予
算
（
第
５
号
）

補
正
予
算
の
主
な
内
容

は
、個
人
住
民
税
の
均
等
割

の
み
が
課
税
さ
れ
て
い
る

世
帯
に
対
し
、
１
世
帯
当
た

り
10
万
円
、住
民
税
非
課
税

世
帯
及
び
均
等
割
の
み
課

税
世
帯
へ
の
加
算
と
し
て
、

18
歳
以
下
の
児
童
１
人
当

た
り
５
万
円
を
支
給
す
る

低
所
得
世
帯
支
援
給
付
金

と
な
っ
て
い
ま
す
。

全
会
一
致
で
可
決

会計 一般会計

補正前の額 190 億 2,731万 6 千円

補　正　額 1億 2,478 万 5 千円

補正後の額 191億 5,210 万1千円
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3 月 定 例 会
議案番号 議　　案　　名 議決内容

諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について 適任と決定

同意第１号 宮若市固定資産評価審査委員会委員の選任について 原案同意

同意第２号 宮若市固定資産評価審査委員会委員の選任について 原案同意

同意第３号 宮若市固定資産評価審査委員会委員の選任について 原案同意

議案第３号 宮若市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について 原案可決

議案第４号 宮若市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人
番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第５号 宮若市立学校教育施設の開放に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第６号 宮若市学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第７号 宮若市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第８号 宮若市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第９号 市道路線の廃止について 原案可決

議案第１０号 市道路線の廃止について 原案可決

議案第１１号 令和５年度宮若市一般会計補正予算（第６号）について 否　決

議案第１２号 令和５年度宮若市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 原案可決

議案第１３号 令和５年度宮若市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 原案可決

議案第１４号 令和５年度宮若市下水道事業会計補正予算（第２号）について 原案可決

議案第１５号 令和６年度宮若市一般会計予算について 否　決

議案第１６号 令和６年度宮若市国民健康保険特別会計予算について 原案可決

議案第１７号 令和６年度宮若市後期高齢者医療特別会計予算について 原案可決

議案第１８号 令和６年度宮若市吉川財産区特別会計予算について 原案可決

議案第１９号 令和６年度宮若市下水道事業会計予算について 原案可決

議案第２０号 令和６年度宮若市簡易水道事業会計予算について 原案可決

議案第２１号 令和６年度宮若市水道事業会計予算について 原案可決
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に
つ
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宮
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市
固
定
資
産
評
価
審
査	

委
員
会
委
員
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選
任
に
つ
い
て

　
次
の
方
を
適
任
と
す
る
こ
と
に
決

定
し
ま
し
た
。

　
次
の
方
を
選
任
す
る
こ
と
に
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意

し
ま
し
た
。

神こ
う

谷や　
　

聡
さ
と
し	

氏
（
新
任
）

小こ

池い
け　

孝た
か

典の
り	

氏
（
再
任
）

松ま
つ

元も
と　

　

満
み
つ
る	

氏
（
再
任
）

川か
わ

内う
ち　

彰あ
き

則の
り	

氏
（
再
任
）

令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
）	

及
び
各
特
別
会
計
補
正
予
算

補
正
予
算
の
主
な
内
容
は
、千
石
キ
ャ
ン
プ
場
改

修
事
業
に
係
る
工
事
請
負
費
の
減
額
、宮
若
北
部
工

業
用
地
公
共
施
設
整
備
費
負
担
金
の
減
額
等
と
な

っ
て
い
ま
す
。

一
般
会
計　
賛
成
少
数
で
否
決

各
特
別
会
計　
全
会
一
致
で
可
決

会計 補正前の額 補　正　額 補正後の額

一般会計 191億 5,210 万1千円 △ 8 億 8 万円 183億5,202万円1千円

国民健康保険
特別会計 33 億 8,350 万 2 千円 7,498 万 5 千円 34 億 5,848 万7 千円

後期高齢者医療
特別会計 4 億 6,100 万 6 千円 3,421万 2 千円 4 億 9,521万 8 千円

下水道事業会計
（収益的支出） 4 億 3,932 万 3 千円 210 万円 4 億 4,142 万 3 千円

下水道事業会計
（資本的収入） 7 億 9,084 万 5 千円 △ 8,400 万円 7 億 684 万 5 千円

下水道事業会計
（資本的支出） 9 億 5,562 万 2 千円 △9,000 万円 8 億 6,562 万 2 千円

◆賛否の分かれた議案	 ○：賛成　×：反対

議席番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

氏名

議案

神
谷
　
喜
久
雄

藤
春
　
優
二

松
岡
　
史
倫

清
水
　
健
太
郎

山
元
　
秀
一

柴
田
　
裕
美
子

染
矢
　
正
次

和
田
　
善
久

安
永
　
友
則

安
河
　
英
幸

茅
野
　
勝

弓
削
田
　
敬

谷
口
　
重
隆

遠
藤
　
嘉
昭

寳
部
　
勝

令和５年度宮若市一般会計補正予算	
（第６号）について	※1 × × ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ × × ○ ×

令和６年度宮若市一般会計予算について	
※2（詳細は P5） ○ × × ○ ○ × × × × × ○ × ○ × ×

※ 1	 反対討論（和田　善久議員）
宮田バス停交流スペース整備事業の繰り越しと、いこいの里千石整備事業の減額補正について、産業建設委員会に報
告がなされていない。議会が認めた予算を執行できない状況であるにも関わらず、その報告を行わない執行部は、議
会軽視と言わざるを得ない。

	 賛成討論（山元　秀一議員）
繰越明許費の中には国の補助金等も含まれており、この補正予算が否決されると、上級庁の予算等にも影響を及ぼす
ことが想定される。また、そのようなことになれば今後の本市の事業にも悪影響等が考えられる。

※ 2	 賛成討論（清水　健太郎議員）
学校給食費の無償化については、7箇月しか実施されてないところに議論もあるかと思うが、財源として国の交付金を活用す
るという現状の厳しい財政状況の中、できる限りの予算計上であることが伺え、現実的かつ堅実な予算計上であると言える。

	 賛成討論（谷口　重隆議員）
本予算案には、宮若東中学校の武道館の空調設備費が含まれている。子どもたちに安全で健全な育成環境を整備する
ために重要であり、宮若西中学校等へ続く、人づくりのための重要な予算である。

	 反対討論（柴田　裕美子議員）
子育て世代は、教育資金に不安を感じているだけでなく、昨今の物価高騰の影響で困難をきたしている。市長の公約
であるならば、自主財源をやりくりしてでも、1学期の給食費無償化を実現するべきではないか。
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3 月 臨 時 会
議案番号 議　　案　　名 議決内容

議案第 22 号 令和 5 年度宮若市一般会計補正予算（第 7 号）について 原案可決

議案第 23 号 令和 6 年度宮若市一般会計予算について 原案可決

◆賛否の分かれた議案	 ○：賛成　×：反対

議席番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

氏名

議案

神
谷
　
喜
久
雄

藤
春
　
優
二

松
岡
　
史
倫

清
水
　
健
太
郎

山
元
　
秀
一

柴
田
　
裕
美
子

染
矢
　
正
次

和
田
　
善
久

安
永
　
友
則

安
河
　
英
幸

茅
野
　
勝

弓
削
田
　
敬

谷
口
　
重
隆

遠
藤
　
嘉
昭

寳
部
　
勝

令和６年度宮若市一般会計予算について
※１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

※ 1	 反対討論（遠藤　嘉昭議員）
健康事業委託料について、1日に概算すると 7人しか利用していない状況の中で、委託料 448 万 9,000 円とはいかが
なものかと思う。また、入場券売機を購入するための備品購入費も必要性がないと思う。今後は全ての予算に対して
きめ細かな検証をして、予算付けをしていただきたい。

令
和
６
年
度
予
算
が
決
ま
る

令
和
６
年
度
各
会
計
予
算
は
、
議
長
を
除
く
15
名
の
議
員
に
よ
る

予
算
審
査
特
別
委
員
会
に
て
審
査
を
行
い
、
国
民
健
康
保
険
、
後
期

高
齢
者
医
療
、
吉
川
財
産
区
、
水
道
・
下
水
道
事
業
会
計
は
全
員
賛

成
で
可
決
と
な
る
一
方
、
一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て
は
賛
成
少
数
に
よ

り
否
決
と
な
り
ま
し
た
。

一
般
会
計
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
３
月
29
日
に
臨
時
議
会
を
開

き
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
地
域
商
品
券
発
行
支
援
事
業
に
お
い
て
、
プ

レ
ミ
ア
ム
率
を
30
％
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
振
興
券
発
行
事
業
補

助
金
１
，
０
５
０
万
円
の
追
加
、
観
光
推
進
基
本
計
画
策
定
委
託
料

及
び
報
償
金
４
９
８
万
円
の
削
除
、千
石
キ
ャ
ン
プ
場
改
修
事
業
に

係
る
工
事
請
負
費
３
，
４
５
６
万
円
の
減
額
、
給
食
費
を
１
年
間
通

し
て
無
償
化
す
る
た
め
、財
政
調
整
基
金
か
ら
の
繰
り
入
れ
な
ど
財

源
更
正
等
を
行
っ
た
結
果
、議
案
第
23
号
一
般
会
計
修
正
予
算
案
は

賛
成
多
数
に
て
可
決
し
ま
し
た
。

会計名 令和6年度予算額 令和5年度予算額

一般会計 185億5,959万 182億7,560万

国民健康保険 33億2,688万 33億8,220万

後期高齢者医療 5億4,205万 4億6,100万

吉川財産区 124万 129万

会計名 令和6年度予算額 令和5年度予算額

修正された一般会計 185億3,054万 182億7,560万

修正内容

商工振興費 ＋1,050 万

観光費 −3,955 万

議案第23号（臨時議会）	 （円）

議案第15～21号	 （円）

	 （円） 	 （円）

会計名 令和6年度予算額 令和5年度予算額

下水道事業（収益的収入） 4億5,005万 4億4,096万

下水道事業（収益的支出） 4億4,412万 4億3,724万

下水道事業（資本的収入） 6億7,422万 7億9,084万

下水道事業（資本的支出） 8億7,993万 9億6,369万

簡易水道事業（収益的収入） 1億3,068万 1億3,114万

簡易水道事業（収益的支出） 1億2,369万 1億2,394万

会計名 令和6年度予算額 令和5年度予算額

簡易水道事業（資本的収入） 3,101万 3,333万

簡易水道事業（資本的支出） 4,957万 5,295万

水道事業（収益的収入） 4億9,693万 5億83万

水道事業（収益的支出） 5億3,968万 5億2,872万

水道事業（資本的収入） 7,159万 7,119万

水道事業（資本的支出） 2億4,968万 2億5,803万
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宮
若
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

戸
籍
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
、

本
籍
地
以
外
で
の
戸
籍
証
明
書
等
の
交
付

や
、
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
等

の
発
行
に
係
る
事
務
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に

関
す
る
政
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
当
該
事

務
に
か
か
る
手
数
料
の
標
準
額
が
定
め
ら
れ

た
こ
と
か
ら
、
宮
若
市
手
数
料
条
例
に
つ
い

て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

主
な
質
疑

・�

広
域
交
付
に
つ
い
て
、宮
若
市
に
本
籍
地
の

な
い
方
も
、
宮
若
市
で
交
付
で
き
る
の
か
。

・�

戸
籍
識
別
符
号
を
取
得
し
た
ら
、
ず
っ
と

使
え
る
の
か
。

答
弁

・�

戸
籍
謄
本
、戸
籍
識
別
符
号
に
つ
い
て
、宮

若
市
に
本
籍
地
が
な
い
方
も
、
交
付
で
き

る
よ
う
に
な
る
。

・�

有
効
期
間
は
３
箇
月
で
あ
る
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

政
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
条

例
等
に
基
づ
い
て
行
う
申
請
等
に
つ
い
て
、

書
面
に
加
え
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
こ
と
も

可
能
と
す
る
た
め
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

主
な
質
疑

・�

オ
ン
ラ
イ
ン
で
、
で
き
る
申
請
は
ど
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。

・�

こ
の
条
例
に
よ
る
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
効
果

は
。

・�

こ
の
条
例
は
、
政
府
の
方
針
な
の
か
。

答
弁

・�

市
民
の
方
が
、
申
請
を
す
る
場
合
、
条
例
、

規
則
で
書
面
に
て
申
請
を
す
る
と
規
定
さ

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
で
も

オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
、で
き
る
よ
う
に
な
る
。

・�
市
民
の
方
が
、
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き

に
、
市
役
所
に
来
る
必
要
が
な
く
な
る
こ

と
や
、
郵
送
費
が
削
減
さ
れ
る
。

・�

国
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
併
せ
て
、市
に
も
、同

様
に
取
り
組
む
よ
う
、努
力
規
定
が
あ
る
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の

利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
宮
若
市
行
政
手
続

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

主
な
質
疑

・�

今
回
追
加
さ
れ
た
も
の
は
、
今
ま
で
は
で

き
な
か
っ
た
の
か
。

答
弁

・�

今
回
追
加
を
お
願
い
し
た
、22
の
事
務
で
、

新
た
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
る
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給

与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

消
防
庁
か
ら
の
通
知
に
基
づ
き
、
消
防
団

員
の
処
遇
改
善
を
図
る
た
め
、
宮
若
市
消
防

団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

総
務
委
員
会

委
員
長　
安
永　
友
則

総
務
委
員
会

委
員
長　
安
永　
友
則

２
月
臨
時
会

３
月
定
例
会

委
員
会
報
告

令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
７
号
）

補
正
予
算
の
主
な
内
容
は
、
令
和
５
年

度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）
か
ら
、

千
石
キ
ャ
ン
プ
場
改
修
事
業
に
係
る
工
事

請
負
費
の
減
額
補
正
を
削
除
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

全
会
一
致
で
可
決

会計 一般会計

補正前の額 191億 5,210 万1千円

補　正　額 △ 7 億 2,628 万円

補正後の額 184 億 2,582 万1千円
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主
な
質
疑

・
宮
若
市
の
消
防
団
員
の
団
員
数
は
。

・�

団
員
が
足
り
な
い
他
の
地
域
の
分
団
に
入

れ
る
の
か
。

・�

今
回
の
報
酬
改
定
で
何
人
の
団
員
が
増
え

る
予
定
な
の
か
。

答
弁

・�

条
例
定
数
は
４
３
７
人
で
、団
員
数
は
、１

月
１
日
時
点
で
３
６
１
名
で
あ
る
。

・�

基
本
は
、分
団
の
持
ち
受
け
地
域
に
住
ん
で

い
る
方
に
入
団
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

る
が
、宮
若
市
で
勤
務
さ
れ
て
い
る
方
も
、

団
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
、
変
わ

る
こ
と
も
あ
る
。

・�

４
３
７
人
の
定
数
を
目
指
し
て
取
り
組
ん

で
い
く
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
立
学
校
教
育
施
設
の
開
放
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

近
年
の
地
球
温
暖
化
に
よ
り
、
健
康
に
影

響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
猛
暑
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
学
校
教
育
施
設
の
開
放
事
業
に
お

い
て
、
利
用
者
の
安
全
確
保
や
社
会
体
育
活

動
の
推
進
を
図
る
た
め
、
夏
季
に
お
け
る
空

調
設
備
の
利
用
を
可
能
と
す
べ
く
、
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

主
な
質
疑

・�

使
用
料
は
１
時
間
当
た
り
１
，
０
０
０
円

と
い
う
こ
と
だ
が
、他
市
町
村
の
状
況
は
。

・�

使
用
料
を
負
担
し
て
も
ら
わ
な
く
て
も
い

い
の
で
は
。

�・�

使
用
の
申
請
は
、
事
前
に
す
る
の
か
、
そ
れ
と

も
、使
用
し
た
後
に
使
用
分
を
申
請
す
る
の
か
。

答
弁

・�

近
隣
の
鞍
手
町
、
飯
塚
市
の
類
似
施
設
に

つ
い
て
も
、
概
ね
１
，
０
０
０
円
程
度
。

・�
公
民
館
な
ど
、
他
の
社
会
教
育
施
設
も
冷

房
の
使
用
料
を
負
担
し
て
も
ら
っ
て
い
る

の
で
、
同
様
に
負
担
を
お
願
い
し
た
い
。

・
事
前
に
申
請
手
続
き
を
し
て
も
ら
う
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
学
童
保
育
所
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

保
護
者
の
要
望
を
受
け
て
、
小
学
校
の
長

期
休
業
中
（
夏
休
み
・
冬
休
み
・
春
休
み
）

に
お
け
る
学
童
保
育
所
の
開
所
時
間
の
延
長

に
つ
い
て
新
た
に
規
定
す
る
た
め
、
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

主
な
質
疑

・
利
用
者
の
見
込
み
数
は
。

・�

終
わ
り
の
時
間
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
要

望
は
な
い
の
か
。

・�

開
所
時
間
の
延
長
は
、
夏
休
み
な
ど
の
全

て
の
開
所
日
に
つ
い
て
実
施
す
る
の
か
。

答
弁

・
全
学
童
で
10
人
程
度
。

・
今
の
と
こ
ろ
要
望
は
受
け
て
い
な
い
。

・�

利
用
の
申
込
み
が
あ
っ
た
日
だ
け
を
開
所

す
る
形
で
考
え
て
い
る
。全

会
一
致
で
可
決

宮
若
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定

地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
本
市
条

例
に
つ
い
て
も
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

で
す
。

さ
し
た
る
質
疑
な
し

全
会
一
致
で
可
決

市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

市
道
「
池
田
２
号
線
」
及
び
「
欅
原
・
矢

萩
線
」
の
廃
止
に
つ
き
ま
し
て
、
道
路
法
第

10
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決

を
求
め
る
も
の
で
す

さ
し
た
る
質
疑
な
し

全
会
一
致
で
可
決

若
宮
小
学
校
跡
地
の
利
活
用
に
つ
い
て

同
跡
地
に
つ
い
て
は
、
こ
の
度
、
定
住
関

連
施
設
と
し
て
民
間
資
本
を
活
用
し
た
住
宅

及
び
公
園
施
設
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
結
論
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

本
市
の
人
口
は
、昨
年
12
月
に
公
表
さ
れ
た

厚
生
労
働
省
の
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題

研
究
所
の
最
新
の
将
来
推
計
人
口
に
よ
れ
ば
、

２
０
５
０
年
に
は
１
８
，
２
４
６
人
ま
で
減
少

し
、
２
０
２
０
年
と
比
較
し
た
減
少
率
は
30
・

６
％
に
及
ぶ
見
込
み
で
す
。
こ
れ
は
、
近
隣
の

直
方
市
の
減
少
率
19
・５
％
、
飯
塚
市
の
減
少

率
19
・
８
％
を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
、
こ
の

ま
ま
の
状
況
で
推
移
す
る
と
、
近
い
将
来
、
現

在
の
社
会
福
祉
や
教
育
、公
共
施
設
整
備
な
ど

の
行
政
水
準
を
維
持
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
定

住
人
口
の
増
加
や
子
育
て
環
境
の
充
実
、
住

環
境
の
向
上
等
が
見
込
ま
れ
る
住
宅
及
び
公

園
施
設
の
整
備
に
取
り
組
み
、
定
住
施
策
を

推
進
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
民
間
資
本
を
活
用
す
る
こ
と
で
、

コ
ス
ト
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る

上
、
民
間
事
業
者
の
柔
軟
な
発
想
を
取
り
入

教
育
民
生
委
員
会

委
員
長　
柴
田　
裕
美
子

産
業
建
設
委
員
会

委
員
長　
弓
削
田　
敬

市
長
報
告

◆
市
長
報
告	

1

３
月
定
例
会

No.827



れ
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
か
ら
、
本
事
業
に

つ
い
て
は
公
募
に
よ
る
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式

で
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
民
間
事
業
者
か
ら
の
提
案
内
容

等
に
つ
い
て
、
地
元
住
民
の
皆
様
に
お
示
し

し
、ご
意
見
を
伺
い
な
が
ら
、市
と
し
て
の
方

針
を
決
定
し
て
、取
組
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

宮
若
市
住
宅
団
地
適
地
調
査
に
つ
い
て

本
市
の
定
住
施
策
に
つ
い
て
は
、
住
宅
取

得
者
に
交
付
す
る
定
住
奨
励
金
や
民
間
賃
貸

住
宅
の
家
賃
を
補
助
す
る
家
賃
補
助
制
度
等

の
助
成
制
度
と
併
せ
、
遊
休
市
有
地
を
活
用

し
た
光
陵
ワ
ン
ダ
ー
ガ
ー
デ
ン
ズ
の
造
成
・

分
譲
に
取
り
組
む
な
ど
、
人
口
減
少
対
策
を

推
進
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、
新
た
な
住
宅
施
策
を
望

む
声
を
踏
ま
え
、
住
宅
需
要
の
受
け
皿
と
な

る
住
宅
団
地
適
地
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

調
査
内
容
と
し
て
は
、
本
市
の
土
地
利
用

規
制
な
ど
の
法
的
条
件
を
も
と
に
、
学
校
跡

地
を
２
箇
所
、
民
有
地
を
１
箇
所
の
計
３
箇

所
を
候
補
地
と
し
て
抽
出
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
候
補
地
を
事
業
化
す

る
に
当
た
り
、
土
地
利
用
構
想
図
や
民
間
活

力
に
よ
る
宅
地
開
発
を
前
提
と
し
た
概
算
事

業
費
を
も
と
に
整
理
し
、検
討
し
た
結
果
、宅

地
販
売
金
額
が
最
も
安
価
で
あ
り
、
イ
ン
フ

ラ
の
１
つ
で
あ
る
下
水
道
の
認
可
区
域
で
あ

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
宮
田
東
小
学
校
等
跡
地

を
優
先
し
て
取
り
組
む
こ
と
と
し
ま
し
た
。

今
後
は
、
宮
田
東
小
学
校
等
跡
地
に
お
い

て
宅
地
開
発
を
す
る
に
当
た
り
、
必
要
な
調

整
を
進
め
て
い
く
一
方
、
他
の
候
補
地
も
住

宅
団
地
と
し
て
の
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
か

ら
、
調
査
・
検
討
を
重
ね
て
い
き
ま
す
。

第
２
期
宮
若
市
地
域
福
祉
計
画
の
策
定

に
つ
い
て

平
成
29
年
３
月
に
策
定
し
た
宮
若
市
地
域

福
祉
計
画
の
計
画
期
間
が
令
和
５
年
度
ま
で

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
令
和
６

年
度
か
ら
令
和
11
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と

す
る
第
２
期
宮
若
市
地
域
福
祉
計
画
を
策
定

し
ま
し
た
。

本
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
現
計
画

の
課
題
等
を
踏
ま
え
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
及
び
団
体
・
事
業
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の

実
施
や
、
学
識
経
験
者
や
関
係
機
関
の
代
表

者
等
で
構
成
さ
れ
た
「
宮
若
市
地
域
福
祉
計

画
策
定
委
員
会
」
に
お
い
て
協
議
を
行
う
と

と
も
に
、
昨
年
12
月
７
日
か
ら
本
年
１
月
５

日
ま
で
自
治
基
本
条
例
に
基
づ
く
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

本
計
画
の
概
要
は
、「
誰
も
が
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
、み
ん
な
で
支
え
合
う
地
域
づ
く
り
」

を
基
本
理
念
と
し
、
第
１
章
で
は
計
画
策
定

の
背
景
や
計
画
の
位
置
づ
け
な
ど
を
定
め
た

「
計
画
の
概
要
」
を
、
第
２
章
で
は
本
市
の

人
口
や
地
域
の
支
援
の
状
況
、
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
結
果
か
ら
み
る
現
状
を
整
理
し
た
「
現

状
と
課
題
」
を
、
第
３
章
で
は
「
計
画
策
定

に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
」
を
、
第

４
章
で
は
「
計
画
を
進
め
る
た
め
の
施
策
の

展
開
」、
第
５
章
で
は
計
画
の
「
推
進
体
制
」

を
定
め
て
い
ま
す
。

宮
若
市
障
が
い
者
計
画・障
が
い
福
祉

計
画・障
が
い
児
福
祉
計
画
の
策
定
に

つ
い
て

本
市
に
お
い
て
は
、平
成
30
年
２
月
に「
障

が
い
者
計
画
・
障
が
い
福
祉
計
画
」
を
策
定

し
、
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
共
生
社
会
の
実
現
を
基
本
理

念
と
し
て
、
障
が
い
者
福
祉
施
策
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
進
め
て
き
ま
し
た
。

こ
の
た
び
、
障
害
者
基
本
法
に
基
づ
く
計

画
と
し
て
、
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
11
年
度

ま
で
を
計
画
期
間
と
す
る
「
第
４
期
宮
若
市

障
が
い
者
計
画
」
と
、
国
の
基
本
指
針
に
基

づ
く
計
画
と
し
て
、
令
和
６
年
度
か
ら
令
和

８
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す
る
「
第
７
期

宮
若
市
障
が
い
福
祉
計
画
・
第
３
期
宮
若
市

障
が
い
児
福
祉
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

本
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
現
計
画

の
実
績
や
課
題
等
を
踏
ま
え
、
市
民
意
識
調

査
の
実
施
や
、
学
識
経
験
者
や
関
係
機
関
の

代
表
者
等
で
構
成
さ
れ
た
「
宮
若
市
障
害
者

計
画
・
障
害
福
祉
計
画
推
進
協
議
会
」
に
お

い
て
協
議
を
行
う
と
と
も
に
、
昨
年
12
月
７

日
か
ら
本
年
１
月
５
日
ま
で
宮
若
市
自
治
基

本
条
例
に
基
づ
く
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

実
施
し
ま
し
た
。

本
計
画
は
、
現
在
の
障
が
い
者
計
画
の
基

本
理
念
を
踏
襲
し
、「
お
も
い
合
い�

支
え
合

う�

ふ
く
し
の
ま
ち�

み
や
わ
か
」
を
新
た
な

基
本
理
念
と
し
、施
策
分
野
で
あ
る「
障
が
い

者
理
解
と
差
別
解
消
の
促
進
」、「
生
活
の
支

援
・
充
実
」、「
保
健
・
医
療
分
野
の
支
援
」、

「
教
育
環
境
の
整
備
・
充
実
」、「
雇
用
・
就
業

機
会
の
確
保
」、「
安
全
・
安
心
な
環
境
づ
く

り
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
各
分
野
の
施

策
の
方
向
性
を
示
し
、
本
市
の
障
が
い
者
福

祉
行
政
を
推
進
し
て
い
く
上
で
の
指
針
を
定

め
て
い
ま
す
。

宮
若
市
高
齢
者
福
祉
計
画
の
策
定
に
つ

い
て

市
町
村
は
、
老
人
福
祉
事
業
の
供
給
体
制

の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

令
和
５
年
度
末
を
も
っ
て
現
計
画
の
計
画

期
間
が
終
了
す
る
た
め
、
第
２
次
宮
若
市
総

合
計
画
と
の
整
合
性
を
図
り
、
新
た
に
令
和

６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
を
計
画
期
間

と
す
る
宮
若
市
高
齢
者
福
祉
計
画
を
策
定
し

◆
市
長
報
告	

２

◆
市
長
報
告	

３

◆
市
長
報
告	

４

◆
市
長
報
告	

５
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ま
し
た
。

本
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
現
計
画

の
実
績
や
課
題
等
を
踏
ま
え
、
市
民
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
の
実
施
や
、
学
識
経
験
者
や
関
係

機
関
の
代
表
者
等
で
構
成
さ
れ
た
「
宮
若
市

高
齢
者
福
祉
推
進
協
議
会
」
に
お
い
て
協
議

を
行
う
と
と
も
に
、
昨
年
12
月
７
日
か
ら
本

年
１
月
５
日
ま
で
宮
若
市
自
治
基
本
条
例
に

基
づ
く
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま

し
た
。

本
計
画
で
は
、「
共
に
支
え
合
い
、
健
康

づ
く
り
と
生
き
が
い
づ
く
り
が
両
立
す
る
健

康
長
寿
の
ま
ち“

み
や
わ
か”

」
を
基
本
理

念
に
掲
げ
、
そ
の
実
現
の
た
め
、
基
本
目
標

を
「
自
立
生
活
支
援
の
充
実
」、「
生
き
が
い

づ
く
り
・
社
会
参
加
の
機
会
の
充
実
」、「
安

全
・
安
心
な
生
活
環
境
の
充
実
」
と
し
、
高

齢
者
福
祉
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の
特

例
臨
時
接
種
の
終
了
及
び
令
和
６
年

度
以
降
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
は
、
令
和

５
年
９
月
20
日
か
ら
、生
後
６
箇
月
以
上
の
方

を
対
象
と
し
た
秋
開
始
接
種
を
実
施
し
て
お

り
、２
月
16
日
時
点
に
お
け
る
７
回
目
接
種
者

数
は
、
４
，
４
６
０
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
蔓
延
防
止

や
、
重
症
化
予
防
の
目
的
の
た
め
、
特
例
臨
時

接
種
と
し
て
全
額
公
費
負
担
に
よ
り
ワ
ク
チ

ン
接
種
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
現
状
の
体
制
で

の
接
種
は
、３
月
31
日
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

今
後
の
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て

は
、
予
防
接
種
法
に
基
づ
く
定
期
予
防
接
種

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
65

歳
以
上
及
び
60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
一
部
の

方
を
対
象
に
、
医
療
機
関
で
の
個
別
接
種
で

実
施
す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
定
期
接
種
の

対
象
と
な
ら
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
任
意
接

種
と
し
て
の
接
種
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
定

期
接
種
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
、
内
容
が
決
定
し

ま
し
た
ら
、
広
報
紙
や
市
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合
介
護
保

険
条
例
の一部
改
正
に
つ
い
て

介
護
保
険
制
度
の
第
１
号
被
保
険
者
の
介

護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
保
険
者
が
３
年
に

一
度
策
定
す
る
「
介
護
保
険
事
業
計
画
」
に

お
い
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量
等
に
基

づ
き
、
保
険
者
ご
と
に
基
準
の
保
険
料
を
設

定
す
る
と
と
も
に
、
被
保
険
者
の
所
得
状
況

等
に
応
じ
、
段
階
ご
と
に
保
険
料
を
課
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
市
が
加
入
し
て
い
る
福
岡
県
介
護
保
険

広
域
連
合
で
は
、
グ
ル
ー
プ
別
保
険
料
を
導

入
し
て
お
り
、
33
の
構
成
市
町
村
間
の
給
付

費
水
準
に
差
異
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
格

差
を
緩
和
し
是
正
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
給
付
水
準
が
高
い
方
か
ら
順
に
、
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
の
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
区
分
し
、
保

険
料
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま

で
の
第
９
期
の
保
険
料
が
決
定
さ
れ
、
本
市

は
Ａ
グ
ル
ー
プ
と
な
り
、
年
間
の
保
険
料

は
、
負
担
割
合
の
基
準
と
な
る
第
５
段
階

で
、８
５
，８
３
５
円
と
前
回
に
比
較
し
て
、

６
０
３
円
の
減
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
後
も
、
介
護
保
険
制
度
の
安
定
し
た
保

険
運
営
を
広
域
連
合
で
行
う
と
と
も
に
、
質

の
高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
に
努
め
ま
す
。

第
２
次
宮
若
市
環
境
基
本
計
画
の
策
定

に
つ
い
て

本
市
に
お
い
て
は
、
平
成
25
年
３
月
に
宮

若
市
環
境
基
本
条
例
に
基
づ
き
宮
若
市
環
境

基
本
計
画
を
策
定
し
、
本
市
の
環
境
の
保
全

に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
進

め
て
き
ま
し
た
。

令
和
４
年
度
末
を
も
っ
て
計
画
期
間
が
終

了
し
た
た
め
、
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
12
年

度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す
る
「
第
２
次
宮
若

市
環
境
基
本
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

本
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
前
計
画

の
実
績
や
課
題
等
を
踏
ま
え
、
市
民
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
の
実
施
や
、
学
識
経
験
者
や
関
係

機
関
の
代
表
者
等
で
構
成
さ
れ
た
「
宮
若
市

環
境
審
議
会
」
に
お
い
て
協
議
を
行
う
と
と

も
に
、
昨
年
12
月
７
日
か
ら
本
年
１
月
５
日

ま
で
宮
若
市
自
治
基
本
条
例
に
基
づ
く
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

本
計
画
で
は
、
目
指
す
環
境
像
を
「
豊
か

な
み
ど
り
・
き
れ
い
な
水
を
大
切
に
し
、
健

や
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち�

み
や
わ
か
」
と
し
、

そ
の
実
現
の
た
め
、「
安
全
で
循
環
型
の
社
会

を
目
指
す
環
境
づ
く
り
」、「
自
然
と
人
間
が

共
生
す
る
環
境
づ
く
り
」、「
快
適
な
地
域
環

境
づ
く
り
」、「
地
域
で
取
り
組
む
地
球
温
暖

化
対
策
の
推
進
」
の
４
つ
の
目
標
を
掲
げ
て

い
ま
す
。

民
事
調
停
の
報
告
に
つ
い
て

市
営
住
宅
入
居
者
の
う
ち
滞
納
月
数
が
３

箇
月
以
上
の
者
１
名
を
対
象
と
し
、
11
月
21

日
に
直
方
簡
易
裁
判
所
に
調
停
を
申
し
立
て

た
と
こ
ろ
、
12
月
12
日
に
調
停
が
成
立
し
ま

し
た
。

◆
市
長
報
告	

６

◆
市
長
報
告	
７

◆
市
長
報
告	

８

◆
市
長
報
告	

９
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一般質問

市 政 を 問 う
質問者 質問事項 QR

1.
柴田 裕美子

1. 地域交通の課題とライドシェ
アについて伺う

2.
松岡 史倫

1. 本市の「こども計画」について
伺う

3.
藤春 優二

1. 学校跡地の利活用について
2. ＫＰＩ（数値目標）の目標達成

に向けた事業検証について

4.
清水 健太郎

1. 人権問題とその課題について
伺う

5.
神谷 喜久雄

1. 高齢者福祉計画について伺う

質問者 質問事項 QR
6.
遠藤 嘉昭

1.令和２年４月龍徳、本城地区排
水ポンプ設置を求める請願書
について

2. 直方・鞍手広域市町村圏事務
組合について

3. 会計年度任用職員の採用につ
いて

7.
寳部 勝

1. 市職員の配置等について伺う

8.
安河 英幸

1. 宮若市における「子ども医療費
助成制度」の拡大について伺
う

2. ハラスメント防止に関する条
例制定の進捗状況について伺
う

3. 塩川市政の２年目を振り返り、
総括を伺う

9.
山元 秀一

1. 空地・空き家の適正管理につ
いて問う

2. 適切な行財政運営について問
う

※ �QRから、一般質問の録画映像がご覧いただけます。�
会議録は、議会事務局、若宮総合支所ハートフル、市内図書館および宮若市議会ホームぺージからご覧いただけます。

一般質問は市民を代表し、市の施策・方針や課題について問います
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市 政 を 問 う一般質問
地
域
交
通
の
課
題
と
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
つ
い

て
伺
う

問　
本
市
に
お
け
る
地
域

交
通
の
現
状
に
つ
い
て
伺

う
。

答　
市
長

現
在
、宮
若
市
内
で
は
、

全
９
路
線
の
乗
合
路
線
バ

ス
等
が
運
行
さ
れ
て
い
ま

す
。
内
訳
と
し
て
は
、
市

が
運
行
し
て
い
る
定
時
定

路
線
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
が
５
路
線
、
Ａ
Ｉ
デ
マ

ン
ド
タ
ク
シ
ー
「
ふ
れ
タ

ク
」
が
２
地
域
線
、
こ
れ

に
Ｊ
Ｒ
九
州
バ
ス
が
運
行

す
る
直
方
線
が
１
路
線
、

鞍
手
町
が
運
行
す
る
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
「
み
や
わ

か
線
」
が
１
路
線
と
な
っ

て
い
ま
す
。

問　
将
来
に
わ
た
る
地
域

住
民
・
来
訪
者
の
「
移
動

の
足
」
に
係
る
課
題
に
つ

い
て
伺
う
。

答　
市
長

市
内
の
移
動
は
Ａ
Ｉ
デ

マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
「
ふ
れ

タ
ク
」
を
主
軸
に
位
置
付

け
、
利
便
性
の
向
上
に
取

り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

す
が
、
地
域
住
民
が
西
部

地
域
線
と
東
部
地
域
線
の

運
行
区
域
を
ま
た
い
で
利

用
す
る
場
合
の
乗
り
継
ぎ

の
円
滑
化
や
、
市
外
か
ら

の
来
訪
者
は
現
行
で
「
ふ

れ
タ
ク
」
の
利
用
が
で
き

な
い
こ
と
等
が
課
題
で
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
「
ふ
れ
タ
ク
」に
つ
い

て
、
市
外
の
方
の
利
用
が

で
き
な
い
理
由
を
伺
う
。

答　
産
業
観
光
課
長

市
民
の
日
常
生
活
の
移

動
手
段
と
し
て
の
利
用
を

優
先
さ
せ
る
観
点
や
、
同

じ
く
地
域
公
共
交
通
の
位

置
づ
け
で
あ
り
、
誰
も
が

利
用
で
き
る
一
般
タ
ク
シ

ー
と
の
共
存
と
役
割
分
担

を
図
る
観
点
か
ら
、「
ふ
れ

タ
ク
」
は
現
在
の
と
こ
ろ

市
民
限
定
で
の
利
用
と
な

っ
て
い
ま
す
。

問　
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
つ

い
て
の
見
解
を
伺
う
。

答　
市
長

一
般
ド
ラ
イ
バ
ー
が
有

償
で
顧
客
を
送
迎
す
る
ラ

イ
ド
シ
ェ
ア
は
、
国
が
一

定
の
条
件
の
下
で
本
年
４

月
か
ら
一
部
解
禁
す
る
方

針
を
決
定
し
、
具
体
的
な

制
度
設
計
に
向
け
た
議
論

に
着
手
し
た
と
の
報
道
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実

際
の
導
入
に
際
し
て
は
、

様
々
な
課
題
が
あ
る
た

め
、
導
入
に
向
け
た
調

査
・
研
究
を
進
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

柴田　裕美子

本
市
の
「
こ
ど
も
計
画
」
に
つ
い
て
伺
う

問　
こ
ど
も
大
綱
に
対
す

る
宮
若
市
の
理
解
と
考
え

を
伺
う
。

答　
市
長

令
和
５
年
４
月
に
施
行

さ
れ
た
こ
ど
も
基
本
法
に

基
づ
く
こ
ど
も
大
綱
が
、

令
和
５
年
12
月
に
閣
議
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
こ
ど
も
大
綱
は
、

こ
ど
も
施
策
を
総
合
的
に

推
進
す
る
た
め
に
、
こ
れ

ま
で
別
々
に
作
ら
れ
て
き

た
「
少
子
化
社
会
対
策
大

綱
」、「
子
供・若
者
育
成
支

援
推
進
大
綱
」
及
び
「
子

供
の
貧
困
対
策
に
関
す
る

大
綱
」
が
束
ね
ら
れ
、
こ

ど
も
施
策
に
関
す
る
基
本

的
な
方
針
、
重
要
事
項
を

定
め
た
も
の
で
す
。

本
市
と
し
て
も
、
こ
ど

も
大
綱
が
目
指
す
全
て
の

こ
ど
も・若
者
が
身
体
的・

精
神
的
・
社
会
的
に
幸
福

な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で

き
る
社
会
で
あ
る
「
こ
ど

も
ま
ん
な
か
社
会
」
の
実

現
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
総
合
的
か
つ
一
体

的
に
こ
ど
も
施
策
を
進
め

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

問　
大
綱
を
踏
ま
え
本
市

の
「
こ
ど
も
計
画
」
の
策

定
方
法
と
進
捗
を
伺
う
。

答　
市
長

国
の
こ
ど
も
大
綱
を
勘

案
し
て
、「
子
ど
も・子
育
て

支
援
事
業
計
画
」、「
子
ど

も・若
者
計
画
」
及
び
「
子

ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
」

を
一
体
的
に
、本
市
の
こ
ど

も
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

計
画
策
定
に
お
い
て

は
、
庁
内
会
議
で
あ
る
ワ

ー
キ
ン
グ
会
議
、
策
定
委

員
会
を
経
て
、
附
属
機
関

で
あ
る
子
ど
も
・
子
育
て

会
議
に
諮
り
、さ
ら
に
、市

民
の
意
見
を
広
く
聴
取
す

る
た
め
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
６
年
度
は
、
各
計

画
の
対
象
者
に
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
、
令
和
７
年

中
に
こ
ど
も
計
画
を
策
定

し
ま
す
。

問　
「
こ
ど
も
計
画
」の
策

定
と
推
進
に
お
け
る
課
題

を
伺
う
。

答　
市
長

こ
ど
も
計
画
の
策
定
に

お
い
て
は
、
こ
ど
も
基
本

法
の
精
神
に
則
り
、
保
護

者
だ
け
で
な
く
権
利
の
主

体
と
し
て
こ
ど
も
や
若
者

の
意
見
を
施
策
に
反
映
さ

せ
る
工
夫
が
必
要
と
考
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
ど

も
計
画
の
推
進
に
お
い
て

は
、担
当
課
、関
係
課
が
複

数
に
ま
た
が
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
横
断
的
に
事
業
を

実
施
す
る
た
め
の
推
進
体

制
の
整
備
に
努
め
ま
す
。 松岡　史倫
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市 政 を 問 う 一般質問
学
校
跡
地
の
利
活
用
に
つ
い
て

Ｋ
Ｐ
Ｉ（
数
値
目
標
）
の
目
標
達
成
に
向
け
た

事
業
検
証
に
つ
い
て

問　
学
校
跡
地
を
利
活
用

し
て
、
地
域
活
性
化
や
定

住
促
進
に
繋
げ
て
い
る
市

町
村
は
多
く
あ
る
。
本
市

と
し
て
も
、
学
校
跡
地
の

利
活
用
は
今
後
の
本
市
の

発
展
に
大
き
く
寄
与
す
る

も
の
と
考
え
る
。
そ
こ
で

本
市
の
学
校
跡
地
の
利
活

用
の
考
え
を
伺
う
。

答　
市
長

本
市
で
は
、小
、中
学
校

の
再
編
に
よ
り
複
数
の
学

校
跡
地
が
出
来
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
利
活
用
を
図
る

た
め
、「
宮
若
市
学
校
施
設

等
跡
地
利
活
用
方
針
」
を

策
定
し
、
跡
地
の
利
活
用

を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
取
組
と
し

て
は
、
宮
若
市
文
化
財
収

蔵・展
示・交
流
セ
ン
タ
ー

「
宮
若
ト
レ
ッ
ジ
」や
株
式

会
社
ト
ラ
イ
ア
ル
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
と
の
連
携
事

業
な
ど
、
積
極
的
に
推
進

し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
の
学
校
跡
地
の
利

活
用
に
関
し
て
は
、
本
市

の
発
展
に
大
き
く
寄
与
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す

の
で
、
地
域
に
も
た
ら
す

効
果
な
ど
を
十
分
考
慮

し
、
地
域
住
民
の
方
々
の

意
見
を
拝
聴
し
な
が
ら
、

利
活
用
を
進
め
て
い
き

ま
す
。

問　
施
政
方
針
に
も
記
載

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｋ

Ｐ
Ｉ
の
達
成
に
向
け
て
事

業
検
証
と
目
標
達
成
ま
で

の
プ
ロ
セ
ス
の
明
確
化
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
本
市
の
Ｋ
Ｐ
Ｉ

の
検
証
方
法
や
組
織
体
制

を
伺
う
。

答　
市
長

昨
年
度
に
策
定
し
た
、

本
市
の
最
上
位
計
画
「
第

２
次
宮
若
市
総
合
計
画
後

期
基
本
計
画
」
に
は
、
各

施
策
の
成
果
を
測
る
た
め

前
期
計
画
の
約
２
．
５
倍

と
な
る
１
９
６
の
Ｋ
Ｐ
Ｉ

を
設
定
し
ま
し
た
。

そ
の
検
証
に
つ
い
て
は
、

総
合
計
画
に
お
い
て
、
毎

年
度
検
証
を
行
う
事
が
定

め
ら
れ
て
お
り
、
手
法
と

し
て
は
、各
課
に
ヒ
ア
リ
ン

グ
を
実
施
し
、
進
捗
や
成

果
等
に
つ
い
て
検
証
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

な
お
、
令
和
５
年
度
の

Ｋ
Ｐ
Ｉ
の
進
捗
状
況
に
関

し
て
は
、
今
年
度
が
総
合

計
画
後
期
基
本
計
画
の
ス

タ
ー
ト
の
年
で
あ
り
、
Ｋ

Ｐ
Ｉ
の
実
績
把
握
は
令
和

６
年
度
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に

て
確
認
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

引
き
続
き
、
効
果
的
な

検
証
手
法
や
体
制
の
充
実

に
努
め
、
ス
ピ
ー
ド
感
を

も
っ
て
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ
の
達
成

に
努
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

藤春　優二

人
権
問
題
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て
伺
う

問　
昨
年
か
ら
の
一
連
の

パ
ワ
ハ
ラ
問
題
に
つ
い
て

今
後
の
課
題
と
計
画
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

か
問
う
。

答　
市
長

昨
年
11
月
27
日
付
け

で
、
本
市
職
員
か
ら
公
平

委
員
会
に
対
し
、
私
の
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
に
よ
る

職
場
環
境
の
改
善
に
係
る

要
望
が
提
出
さ
れ
、
去
る

２
月
13
日
に
公
平
委
員
会

よ
り
、
措
置
要
求
の
判
定

及
び
勧
告
を
い
た
だ
い
た

と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
勧
告
に
お
い
て
、

私
自
身
の
言
動
に
対
し
て

格
段
の
注
意
を
払
い
、
二

度
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為

を
行
わ
な
い
こ
と
、
ま

た
、
首
長
と
し
て
の
職
責

の
重
さ
と
重
要
性
を
認
識

の
上
、
各
種
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
防
止
や
働
き
方
改
革
に

対
す
る
取
組
を
率
先
し
て

行
い
、
安
心
し
て
働
く
こ

と
が
で
き
る
職
場
環
境
作

り
に
努
め
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、私
自
身
、こ
れ
ま
で
の

言
動
に
つ
い
て
強
く
反
省

す
る
と
と
も
に
、今
後
、職

員
が
安
心
し
て
公
務
に
従

事
で
き
る
職
場
環
境
を
整

え
る
た
め
、
市
長
及
び
市

議
会
議
員
を
始
め
と
す
る

特
別
職
を
含
め
た
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

本
条
例
で
は
、
対
象
者

の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
第
三
者
に
よ

る
相
談
窓
口
及
び
苦
情
申

立
て
の
審
査
等
を
行
う
組

織
の
設
置
、
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
行
為
が
認
め
ら
れ
た
場

合
の
対
応
等
に
つ
い
て
対

策
を
講
じ
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

問　
宮
若
市
の
人
権
問
題

の
計
画
に
つ
い
て
問
う
。

答　
市
長

本
市
で
は
「
第
２
次
宮

若
市
総
合
計
画　
後
期
基

本
計
画
」
を
上
位
計
画
と

し
て
、
令
和
４
年
１
月
に

「
第
２
次
宮
若
市
人
権
教

育
・
啓
発
基
本
計
画
」
を

策
定
し
、
全
て
の
人
の
人

権
が
尊
重
さ
れ
る
共
生
社

会
の
実
現
を
目
指
し
て
、

人
権
教
育
・
啓
発
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
30
年
２
月

に
は
「
第
２
次
宮
若
市
男

女
共
同
参
画
基
本
計
画
」

を
策
定
し
、「
だ
れ
も
が
輝

く
共
同
参
画
の
ま
ち
」
を

基
本
理
念
と
し
て
、
市
民

一
人
ひ
と
り
が
性
別
に
関

わ
り
な
く
お
互
い
の
人
権

を
尊
重
し
、
喜
び
も
責
任

も
分
か
ち
合
い
、
地
域
、

職
場
、
家
庭
な
ど
の
あ
ら

ゆ
る
場
に
お
い
て
、
個
性

と
能
力
を
十
分
に
発
揮
で

き
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指

し
て
男
女
共
同
参
画
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

清水　健太郎
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市 政 を 問 う一般質問
高
齢
者
福
祉
計
画
に
つ
い
て
伺
う

問　
基
本
目
標
及
び
計
画

に
掲
げ
ら
れ
た
助
成
制
度

に
つ
い
て
伺
う
。

答　
市
長

本
市
で
は
、
令
和
６
年

度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で

の
３
年
間
を
計
画
期
間
と

す
る
高
齢
者
福
祉
計
画
を

策
定
し
、
先
般
の
本
会
議

に
お
い
て
報
告
を
行
っ
た

と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
計
画
で
は
、「
自
立

生
活
支
援
の
充
実
」「
生

き
が
い
づ
く
り
・
社
会
参

加
の
機
会
の
充
実
」「
安

全
・
安
心
な
生
活
環
境
の

充
実
」
の
３
つ
の
基
本
目

標
と
11
の
基
本
的
施
策
を

掲
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

計
画
に
掲
げ
た
施
策
項
目

の
う
ち
、
一
定
の
経
費
を

市
が
負
担
す
る
助
成
制
度

と
し
て
、「
生
き
が
い
づ

く
り
や
社
会
参
加
の
機
会

の
充
実
」
の
た
め
の
関
係

団
体
へ
の
助
成
や
、「
安

全
・
安
心
な
生
活
環
境
の

充
実
」
を
図
る
た
め
、
住

宅
改
修
を
行
っ
た
場
合
の

助
成
等
に
つ
い
て
引
き
続

き
実
施
し
て
い
く
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

今
後
も
こ
の
計
画
の
各

施
策
項
目
に
掲
げ
た
事
業

を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

問　
こ
こ
で
は
、
提
案
と

し
て
述
べ
る
。

市
民
生
活
の
支
援
に
つ

い
て
、
難
聴
者
へ
の
補
聴

器
の
購
入
の
助
成
を
行
う

こ
と
で
、
教
育
等
に
お
け

る
健
全
な
発
達
を
支
援

し
、
積
極
的
な
社
会
参
加

を
支
援
し
、
福
祉
の
増
進

を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

福
岡
県
で
は
、
県
内
に

住
所
を
有
す
る
方
で
、
身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対

象
と
な
ら
な
い
18
歳
以
下

の
児
童
に
対
し
、
補
聴
器

の
購
入
助
成
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
高
齢
者
に
限
ら

ず
、
18
歳
以
上
の
身
体
障

害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
な

い
人
に
対
し
て
、
補
聴
器

購
入
の
助
成
を
行
っ
て
い

る
自
治
体
は
、
２
０
２
３

年
４
月
現
在
で
は
全
国
で

１
４
３
自
治
体
、
福
岡
県

で
は
３
自
治
体
が
補
聴
器

購
入
の
助
成
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

高
齢
者
、
障
が
い
者
だ

け
の
問
題
で
は
な
く
、
宮

若
市
民
一
人
ひ
と
り
の
安

全
な
生
活
環
境
を
守
る
た

め
に
、
補
聴
器
購
入
助
成

事
業
へ
向
け
て
実
行
、
実

現
で
き
る
よ
う
進
め
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
ふ
る
さ
と
納
税
基
金

等
の
充
当
す
る
方
法
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。

神谷　喜久雄

令
和
２
年
４
月
龍
徳
、本
城
地
区
排
水
ポ
ン
プ
設
置
を
求
め
る
請
願
書
に
つ
い
て

直
方
・
鞍
手
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
に
つ
い
て

会
計
年
度
任
用
職
員
の
採
用
に
つ
い
て

問　
本
議
会
で
請
願
書
が

採
択
さ
れ
、
国
に
対
し
意

見
書
を
提
出
し
た
が
、
効

果
、
進
展
が
見
ら
れ
な
い

件
に
つ
い
て
伺
う
。

答　
市
長

本
城
・
龍
徳
の
内
水
問

題
に
つ
い
て
は
、
令
和
４

年
度
に
本
城
か
ら
竜
徳
排

水
樋
門
を
流
末
と
し
排
水

ポ
ン
プ
設
置
を
前
提
と
し

た
内
水
検
討
業
務
委
託
を

実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、

排
水
ポ
ン
プ
設
置
は
、
大

き
な
効
果
を
発
揮
し
な
い

と
の
評
価
に
な
り
、
今
年

度
実
施
す
る
予
定
で
あ
っ

た
、
内
水
対
策
詳
細
設
計

業
務
委
託
は
見
直
し
を
行

っ
て
い
ま
す
。

問　
１
市
２
町
の
広
域
消

防
が
合
併
出
来
な
か
っ
た

理
由
の
説
明
を
求
め
る
と

共
に
、
今
後
の
展
望
を
伺

う
。

答　
市
長

直
方
・
鞍
手
広
域
市
町

村
圏
事
務
組
合
消
防
本
部

と
直
方
市
消
防
本
部
の
統

合
に
よ
る
広
域
化
に
つ
い

て
は
、
調
整
を
重
ね
て
き

ま
し
た
が
、
令
和
６
年
４

月
１
日
ま
で
に
統
合
を
実

現
す
る
こ
と
は
困
難
な
状

況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

消
防
力
の
維
持
・
強
化

の
た
め
、今
後
も
協
議
を
進

め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
急
患
セ
ン
タ
ー
の
経

年
劣
化
等
を
考
え
る
と
、

２
市
２
町
の
財
政
状
況
に

鑑
み
、廃
止
す
べ
き
と
思
う

が
市
長
の
考
え
を
伺
う
。

答　
市
長

急
患
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
は
、
老
朽
化
等
が
著
し

く
、
施
設
の
大
規
模
改
修

や
建
て
替
え
、他
施
設
へ
の

移
転
等
の
検
討
が
必
要
と

思
わ
れ
ま
す
が
、維
持
す
る

方
向
で
、協
議
を
進
め
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
近
隣
市
町
村
と
の
採

用・任
用
期
間
な
ど
に
関
す

る
違
い
は
あ
る
の
か
伺
う
。

答　
市
長

採
用
に
つ
い
て
は
、
面

接
を
実
施
し
、
職
歴
に
基

づ
く
経
験
値
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
等
を
総

合
的
に
評
価
し
、
任
用
し

て
い
ま
す
。

任
用
期
間
の
上
限
は
、

一
般
事
務
補
助
の
職
種
で

は
上
限
を
３
年
間
と
し
て

お
り
、
上
限
到
達
後
の
再

度
の
任
用
は
認
め
て
い
ま

せ
ん
。
筑
豊
地
区
の
他
市

で
は
、
上
限
を
設
け
て
い

な
い
状
況
で
し
た
。

今
後
は
適
正
評
価
を
得

ら
れ
る
こ
と
、
公
平
性
の

確
保
な
ど
を
条
件
に
上
限

の
緩
和
を
検
討
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 遠藤　嘉昭
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市 政 を 問 う 一般質問
市
職
員
の
配
置
等
に
つ
い
て
伺
う

問　
塩
川
秀
敏
市
長
の
一

連
の
報
道
等
を
受
け
て
、

市
長
車
の
運
転
業
務
を
行

う
職
員
の
配
置
に
問
題
は

な
か
っ
た
の
か
伺
う
。

答　
市
長

事
務
分
掌
規
則
に
お
い

て
、
市
長
公
用
車
の
運
行

管
理
に
関
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
秘
書
政
策
課
の
事

務
と
定
め
て
お
り
、
運
転

業
務
に
つ
い
て
は
、
当
該

課
の
職
員
が
行
っ
て
い

ま
す
。

問　
市
長
車
の
運
転
業
務

は
、誰
が
配
置
し
た
の
か
。

運
転
仕
様
基
準
（
マ
ニ
ュ

ア
ル
）は
あ
る
と
思
う
が
、

管
理
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
伺
う
。

答　
市
長

運
転
業
務
に
つ
い
て

は
、
秘
書
政
策
課
の
職
員

が
主
に
担
っ
て
お
り
、
運

行
中
は
交
通
法
令
を
遵
守

し
、
交
通
マ
ナ
ー
の
向
上

に
努
め
て
い
ま
す
が
、
特

段
、
市
長
車
に
特
化
し
た

運
転
仕
様
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

は
あ
り
ま
せ
ん
。

問　
職
場
の
環
境
の
変
化

に
病
欠
や
退
職
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
職
員
は
い
な
い

か
伺
う
。

答　
市
長

定
年
前
に
退
職
す
る
理

由
に
つ
い
て
は
、
職
場
内

で
の
人
間
関
係
、
病
気
な

ど
の
体
調
不
良
、
家
庭
の

事
情
や
自
身
の
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
や
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

な
ど
、
人
に
よ
っ
て
様
々

で
す
。

病
気
休
職
に
つ
い
て

は
、
毎
年
、
病
気
や
精
神

疾
患
で
休
職
す
る
職
員
が

一
定
数
生
じ
て
い
ま
す

が
、
精
神
疾
患
と
な
っ
た

経
緯
は
、
職
員
個
々
の
個

人
差
や
家
庭
内
な
ど
の
私

的
な
こ
と
、
職
場
・
仕
事

上
の
こ
と
な
ど
、
原
因
は

様
々
で
あ
る
と
推
測
さ
れ

ま
す
。
職
場
の
環
境
に
よ

っ
て
定
年
前
の
退
職
や
病

気
休
職
が
発
生
し
な
い
よ

う
、
今
後
も
働
き
や
す
い

職
場
環
境
作
り
に
努
め
て

い
き
ま
す
。

問　

前
の
市
長
の
と
き

は
、
専
属
の
運
転
手
さ
ん

が
い
た
が
、
市
長
は
、
専

属
の
運
転
手
さ
ん
を
雇
う

気
持
ち
が
あ
る
か
。

答　
市
長

そ
の
方
は
、
運
転
が
専

門
と
い
う
こ
と
で
は
く
、

他
の
事
務
も
行
う
一
般
職

員
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
効
率
や
時
間

の
面
等
を
考
え
る
と
、
専

属
の
運
転
手
も
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

寳部　勝

宮
若
市
に
お
け
る「
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
」の
拡
大
に
つ
い
て
伺
う

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る
条
例
制
定
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
伺
う

塩
川
市
政
の
２
年
目
を
振
り
返
り
、
総
括
を
伺
う

問　
本
市
に
お
け
る
「
子

ど
も
医
療
費
助
成
制
度
」

の
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

答　
市
長

就
学
前
ま
で
の
こ
ど
も

は
自
己
負
担
を
無
料
と

し
、小
中
学
生
は
、入
院
は

月
７
日
ま
で
１
日
５
０
０

円
を
、
通
院
は
１
月
１
，

２
０
０
円
を
上
限
と
し
て

支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問　
福
岡
県
内
に
お
け
る

「
子
ど
も
医
療
費
助
成
制

度
」
の
状
況
に
つ
い
て
伺

う
。

答　
市
長

昨
年
10
月
の
時
点
で
入

院
に
つ
い
て
は
21
の
、
通

院
に
つ
い
て
は
17
の
自
治

体
が
、
子
ど
も
医
療
費
を

18
歳
ま
で
、
拡
大
し
て
助

成
し
て
い
ま
す
。

問　
制
度
の
拡
大
に
つ
い

て
、市
長
の
考
え
を
伺
う
。

答　
市
長

制
度
の
拡
大
は
、
子
育

て
世
帯
へ
の
経
済
的
支
援

と
な
る
た
め
、
定
住
化
促

進
の
一
端
を
担
う
制
度
と

考
え
て
い
ま
す
が
、
財
源

も
必
要
と
な
る
た
め
、
近

隣
市
町
の
状
況
等
を
勘
案

し
、検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

に
関
す
る
条
例
制
定
に
向

け
て
、
進
捗
を
伺
う
。

答　
市
長

現
状
の
指
針
や
内
部
組

織
の
問
題
点
や
条
例
を
構

成
す
る
項
目
を
整
理
し
、

特
別
職
を
含
め
た
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
、
検

討
し
て
い
ま
す
。

問　
塩
川
市
政
の
２
年
間

で
の
実
績
を
伺
う
。

答　
市
長

令
和
５
年
度
か
ら
ス
タ

ー
ト
し
た
「
第
２
次
総
合

計
画
後
期
基
本
計
画
」
を

策
定
し
、
物
価
高
騰
に
対

す
る
給
付
金
や
プ
レ
ミ
ア

ム
商
品
券
の
発
行
な
ど
の

支
援
を
講
じ
て
き
ま
し

た
。ま
た
、農
業
観
光
交
流

拠
点
整
備
計
画
の
策
定
、

第
２
子
保
育
料
の
無
償
化

等
を
行
い
ま
し
た
。

問　
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲

げ
た
公
約
で
実
行
さ
れ
た

も
の
を
伺
う
。

答　
市
長

公
約
で
あ
る
「
市
民
目

線
、
市
民
主
体
の
市
政
」

に
お
い
て
、
私
自
ら
積
極

的
に
市
民
の
集
う
場
に
赴

き
、
頂
い
た
意
見
を
市
政

運
営
に
反
映
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
自
ら
の
給
料
を

３
割
削
減
し
、更
に
は
、子

育
て
支
援
の
充
実
と
し
て
、

給
食
費
の
無
償
化
や
、
第

２
子
の
保
育
料
無
償
化
な

ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 安河　英幸
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市 政 を 問 う一般質問

山元　秀一

空
地
・
空
き
家
の
適
正
管
理
に
つ
い
て
問
う

適
切
な
行
財
政
運
営
に
つ
い
て
問
う

問　
荒
廃
し
た
空
地
や
空

き
家
が
も
た
ら
す
環
境
悪

化
に
つ
い
て
、
今
後
の
対

策
を
伺
う
。

答　
市
長

空
地
・
空
き
家
に
つ
い

て
は
、
所
有
者
等
が
適
切

な
管
理
を
行
っ
て
い
な
い

こ
と
に
よ
り
、
周
辺
環
境

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
空

家
特
措
法
や
空
家
等
対
策

計
画
に
基
づ
き
、
所
有
者

等
に
対
し
て
適
切
な
管
理

を
促
し
て
い
ま
す
。

問　

空
き
家
に
つ
い
て

は
、
法
整
備
等
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
荒
廃
空
地
か

ら
の
草
木
の
隣
地
越
境
等

へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
。

答　
建
築
都
市
課
長

空
地
に
対
し
て
も
、
本

市
に
ふ
さ
わ
し
い
条
例
等

の
制
定
を
行
い
ま
す
。

問　
合
併
特
例
債
を
活
用

し
た
事
業
に
つ
い
て
、
起

債
の
要
件
と
、
償
還
の
財

政
的
見
通
し
を
伺
う
。

答　
市
長

将
来
ビ
ジ
ョ
ン
と
な
る

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針

や
主
要
事
業
等
を
定
め
た

「
宮
若
市
ま
ち
づ
く
り
計

画
」
に
掲
げ
る
事
業
に
活

用
し
ま
し
た
。
99
億
３
，

０
０
０
万
円
を
借
り
入
れ

て
い
ま
す
が
、
市
の
負
担

は
30
億
円
程
度
で
す
。

償
還
に
つ
い
て
は
、
令

和
５
年
度
末
の
残
高
は
約

48
億
円
で
あ
り
、
令
和
28

年
度
に
全
て
の
償
還
が
終

了
す
る
計
画
と
な
っ
て
い

ま
す
。

問　
合
併
特
例
債
を
使
い

施
設
を
造
り
、
そ
の
後
、

負
担
が
重
く
の
し
か
か
る

と
い
う
問
題
も
あ
る
よ
う

だ
が
、
本
市
の
財
政
運
営

に
与
え
る
影
響
を
ど
う
評

価
し
て
い
る
か
。

答　
財
政
課
長

償
還
額
は
、
令
和
５
年

度
で
５
億
円
、
最
も
多
く

な
る
令
和
７
年
度
で
は

５
億
３
，
０
０
０
万
円
で

す
が
、
そ
の
後
は
次
第
に

減
少
と
な
り
、
財
政
を
圧

迫
す
る
も
の
で
は
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

問　
適
切
な
行
政
事
務
に

つ
い
て
、
款
を
超
え
る
予

算
の
流
用
は
な
い
か
。

答　
財
政
課
長

地
方
自
治
法
に
よ
り
、

款
を
超
え
る
予
算
の
流
用

は
出
来
ま
せ
ん
。

な
お
、
吉
川
コ
ミ
セ
ン

の
用
地
測
量
は
、
土
地
対

策
課
の
予
算
を
活
用
し
て

お
り
、
款
を
超
え
て
流
用

を
行
っ
た
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

市議会会議録はホームページからも閲覧できます。
https://www.city.miyawaka.fukuoka.dbsr.jp/

次回の定例会は

 6月 7日（金） 開会予定です。
皆さんの傍聴をお待ちしています。

本会議・各常任委員会等の日程については、日程が決まり次第、宮若市のホームページに掲載します。
小さなお子さんをお連れの人は議場への入場はできませんが、庁舎内において親子一緒に視聴できますので、
議会事務局にお尋ね下さい。
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別
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員
会

委
員
長

副
委
員
長

委

員

委

員

委

員

委

員

委

員

山
　元
　秀
　一

松
　岡
　史
　倫

染
　矢
　正
　次

清
　水
　健
太
郎

藤
　春
　優
　二

神
　谷
　喜
久
雄

安
　河
　英
　幸

　桜
の
花
が
咲
き
誇
り
、
地
域
の
中

に
も
春
の
訪
れ
を
感
じ
る
風
景
が

広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

が
意
気
揚
々
と
進
級
・
入
学
す
る
姿

に
出
会
い
、
こ
の
子
ど
も
た
ち
が
誇

れ
る
宮
若
に
す
る
た
め
に
、
私
た
ち

大
人
に
何
が
で
き
る
の
か
を
、
改
め

て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ほ
か
に

も
、
春
は
地
域
の
行
事
も
さ
ま
ざ
ま

で
す
。
地
域
の
発
展
に
繋
が
る
気
付

き
が
多
く
得
ら
れ
、
絆
が
さ
ら
に
深

ま
る
機
会
だ
と
も
思
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
行
事
の
中
で
私
も
皆
様
と
、

楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の

際
は
是
非
、
皆
様
の
声
を
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
。
新
年
度
が
皆
様
に
と
っ

て
充
実
し
た
も
の
と
な
り
ま
す
よ
う
、

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。松

岡
　史
倫

福岡ふようライオンズジュニアサッカー大会
（西鞍の丘総合運動公園）

リコリスエントランスコンサート

第 11回竜徳太鼓定期演奏会

第 2回福岡朝鮮歌舞団宮若市公演
（ハートフル）
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